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議案第  38 号  

 

専決処分につき承認を求めることについて  

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについては、市

議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により、平成２６年３月３１日別紙のとおり処分し

たから、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。  

 

平成２６年５月８日提出  

生駒市長  山  下   真  

 



専第  ２  号  

 

           専   決   処   分   書  

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。  

  

平成２６年３月３１日  

                     生駒市長  山  下   真  

 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。  

 第２０条第１項中「第２４条の３７第１項」を「第２４条の３６」に改める。  

 第２３条第２号中「（当該納税義務者を除く｡)」を削り、同条第３号中「３５

０，０００円」を「４５０，０００円」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の生駒市国民健康保険税条例の規定は、平成２６年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成２５年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。  



議案第  39 号  

 

平成２６年度生駒市一般会計補正予算（第１回）  

 

平成２６年度生駒市の一般会計の補正予算（第１回）は、次に定めるところに

よる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，０００千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６，２９０，０００千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 

平成２６年５月８日提出  

                       生駒市長  山  下   真  

 

 







議案第  40 号  

 

篤志寄附基金条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２６年５月８日  

生駒市長  山  下   真    

 

篤志寄附基金条例の一部を改正する条例  

 篤志寄附基金条例（昭和５１年４月生駒市条例第５号）の一部を次のように改

正する。  

 第２条の表に次のように加える。  

市 民 の い の ち

を 守 る 医 療 基

金   

生 駒 市 立 病 院の

設 備 並 び に 地域

医 療 及 び 地 域福

祉 の 充 実 に 充て

るため  

5,000,000 塚口紀彦氏  平成 26 年  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  41 号  

 

生駒市税条例等の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２６年５月８日  

生駒市長  山  下   真    

 

生駒市税条例等の一部を改正する条例  

 （生駒市税条例の一部改正）  

第１条  生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第１３条第２項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主たる事務所若し

くは事業所を有しない法人（以下この節において「外国法人」という｡)」に、

「その事業が行われる場所で地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以

下「令」という｡)第４６条の４に規定する場所をもって」を「恒久的施設（法

人税法第２条第１２号の１８に規定する恒久的施設をいう｡)をもって､｣に改

め、同条第３項中「令」を「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以

下「令」という｡)」に改める。  

  第１８条第５項中「第２３条第１項第１６号」を「第２３条第１項第１７号

」に改める。  

  第２２条中「１００分の１４．７」を「１００分の１２．１」に改める。  

  第４５条第２項中「法の施行地に」の次に「本店若しくは」を加え、「、法

の施行地外にその源泉がある所得について」を削り、同条第５項中「第７４条



第１項」の次に「又は第１４４条の６第１項」を加え、「第１４５条」を「第

１４４条の８」に、「本項」を「この項」に改める。  

  第４８条第１項中「第７４条第１項」の次に「又は第１４４条の６第１項」

を加える。  

  第６４条中「第３４８条第２項第１０号から第１０号の７まで」を「第３４

８条第２項第１０号から第１０号の９まで」に、「同項第１０号から第１０号

の７まで」を「同項第１０号から第１０号の９まで」に改める。  

  第６６条中「第９号から第１０号の７まで」を「第９号から第１０号の９ま

で」に改める。  

  第９０条第１号ア中「１，０００円」を「２，０００円」に改め、同号イ中

「１，２００円」を「２，０００円」に改め、同号ウ中「１，６００円」を「

２，４００円」に改め、同号エ中「２，５００円」を「３，７００円」に改

め、同条第２号ア中「２，４００円」を「３，６００円」に、「３，１００円

」を「３，９００円」に、「５，５００円」を「６，９００円」に、「７，２

００円」を「１０，８００円」に、「３，０００円」を「３，８００円」に、

「４，０００円」を「５，０００円」に改め、同号イ中「１，６００円」を「

２，４００円」に、「４，７００円」を「５，９００円」に改め、同条第３号

中「４，０００円」を「６，０００円」に改める。  

  附則第７条の２中「第４０条第３項後段（同条第６項から第１０項まで」の

次に「及び第１１項（同条第１２項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ｡)」を加え、「公益法人等（同条第６項から第１０項まで」を「

公益法人等（同条第６項から第１１項まで」に、「を同法第４０条第３項」を

「を同条第３項」に、「租税特別措置法第４０条第６項から第１０項まで」を

「同法第４０条第６項から第１１項まで」に改める。  

  附則第８条を次のように改める。  



 第８条  削除  

  附則第８条の２及び第８条の３を削る。  

  附則第１０条第１項中「平成２７年度」を「平成３０年度」に改める。  

  附則第１２条の２に次の１項を加え、同条を附則第１２条の３とする。  

 10 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の

適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第１１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条第

１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第

２４項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。  

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称  

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積  

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日  

(4) 耐震改修が完了した年月日  

(5) 施行規則附則第７条第１１項に規定する補助の算定の基礎となった当

該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用  

(6) 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなかった理由  

附則第１２条の次に次の１条を加える。  

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）  

 第１２条の２  法附則第１５条第２項第１号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の１とする。  

２  法附則第１５条第２項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は、２



分の１とする。  

３  法附則第１５条第２項第３号に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。  

４  法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める割合は、４

分の３とする。  

５   法附則第１５条第８項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２

とする。  

６   法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

２とする。  

７   法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

２とする。   

８   法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

２とする。  

 附則第１７条を次のように改める。  

（軽自動車税の税率の特例）  

第１７条  法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号

の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税に係る第９０条の規定の適用については、当分の間、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。  

第９０条第２号ア  ３，９００円  ４，６００円  

６，９００円  ８，２００円  

１０，８００円  １２，９００円  

３，８００円  ４，５００円  

５，０００円  ６，０００円  



  附則第２１条第１項及び第２項中「平成２６年度」を「平成２９年度」に改

める。  

  附則第２３条第１項中「第１８条及び第２１条」を「第１８条第１項及び第

２項並びに第２１条」に改める。  

  附則第２３条の２第２項中「租税特別措置法」」を「第３７条の１０第１項

」」に、「租税特別措置法第３７条の１１第６項の規定により読み替えて準用

される同法」を「第３７条の１１第１項」に改める。  

  附則第２３条の３第２項中「同法第３７条の１１の３第２項に規定する上場

株式等」を「株式等」に改め、「取得をしたものと」の次に「、同項第２号に

掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式

等を取得した市民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若し

くは遺贈の時に、その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と

同一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。  

  附則第２５条の５第１項を次のように改める。  

   第６３条の規定は、法第３４８条第２項第９号、第９号の２又は第１２号

の固定資産について法附則第４１条第３項の規定の適用を受けようとする一

般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第６３

条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第４１条

第３項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものと

する。  

  附則第２５条の５第２項を削る。  

  附則第２５条の５の２中「附則第４１条第１５項各号」を「附則第４１条第

９項各号」に改め、同条第１号及び第２号中「附則第４１条第１５項」を「附

則第４１条第９項」に改める。  

  附則第２５条の６から第２５条の７までを削り、附則第２５条の８を附則第



２５条の６とする。  

 （生駒市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  生駒市税条例の一部を改正する条例（平成２６年３月生駒市条例第３号

）の一部を次のように改正する。  

  附則第２５条の４の改正規定の次に次のように加える。  

   附則第２５条の５の２中「附則第４１条第９項各号」を「附則第４１条第

８項各号」に改め、同条第１号及び第２号中「附則第４１条第９項」を「附

則第４１条第８項」に改める。  

  附則第１条第２号中「、第２５条の３第５項第３号」を削る。  

附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中生駒市税条例第２２条の改正規定及び次条第７項の規定  平成

２６年１０月１日  

(2) 第１条中生駒市税条例附則第７条の２及び第２３条の３第２項の改正規

定並びに附則第２５条の６から第２５条の７までを削る改正規定並びに附則

第２５条の８を附則第２５条の６とする改正規定並びに次条第２項及び第３

項の規定  平成２７年１月１日  

(3) 第１条中生駒市税条例第９０条の改正規定並びに附則第４条及び第６条

（第１条の規定による改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)附則

第１７条に係る部分を除く｡)の規定  平成２７年４月１日  

(4) 第１条中生駒市税条例第１３条、第４５条及び第４８条第１項の改正規

定並びに附則第１７条の改正規定並びに次条第６項並びに附則第５条及び第

６条（新条例附則第１７条に係る部分に限る｡)の規定  平成２８年４月１日  



(5) 第１条中生駒市税条例第１８条第５項の改正規定並びに附則第２３条第

１項及び第２３条の２第２項の改正規定並びに次条第４項及び第５項の規定  

平成２９年１月１日  

(6) 第１条中生駒市税条例第６４条及び第６６条の改正規定  子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行の日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２５年

度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。  

２  新条例附則第７条の２の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成２６年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。  

３  新条例附則第２３条の３第２項の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人

の市民税について適用する。  

４  新条例第１８条第５項及び附則第２３条第１項の規定は、平成２９年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、平成２８年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。  

５  新条例附則第２３条の２第２項の規定は、平成２９年度以後の年度分の個人

の市民税について適用する。  

６  次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、前

条第４号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及

び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前

に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の

法人の市民税については、なお従前の例による。  

７  新条例第２２条の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に開始す



る事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の

市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日

前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例によ

る。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第３条  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、平成２６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２５年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。  

２  新条例附則第１２条の２第１項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得さ

れた地方税法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４号）第１条の規定

による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新法」という｡)

附則第１５条第２項第１号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成２７

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。  

３  新条例附則第１２条の２第２項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得さ

れた新法附則第１５条第２項第２号に規定する施設又は設備に対して課すべき

平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用する。  

４  新条例附則第１２条の２第３項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得さ

れた新法附則第１５条第２項第３号に規定する施設又は設備に対して課すべき

平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用する。  

５  新条例附則第１２条の２第４項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得さ

れた新法附則第１５条第２項第６号に規定する除害施設に対して課すべき平成

２７年度以後の年度分の固定資産税について適用する。  

６  新条例附則第１２条の２第５項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得さ

れた新法附則第１５条第８項に規定する施設に対して課すべき平成２７年度以

後の年度分の固定資産税について適用する。  



７  新条例附則第１２条の２第６項の規定は、平成２６年４月１日以後に締結さ

れた新法附則第１５条第３４項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定

倉庫に対して課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用す

る。  

８  新条例附則第１２条の２第７項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得さ

れた新法附則第１５条第３７項に規定する設備に対して課すべき平成２７年度

以後の年度分の固定資産税について適用する。  

９  新条例附則第１２条の２第８項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得さ

れた新法附則第１５条第３８項に規定する機器に対して課すべき平成２７年度

以後の年度分の固定資産税について適用する。  

10 新条例附則第１２条の３第１０項の規定は、平成２６年４月１日以後に耐震

改修が行われた同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成２７年

度以後の年度分の固定資産税について適用する。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第４条  新条例第９０条の規定は、平成２７年度以後の年度分の軽自動車税につ

いて適用し、平成２６年度分までの軽自動車税については、なお従前の例によ

る。  

第５条  新条例附則第１７条の規定は、平成２８年度以後の年度分の軽自動車税

について適用する。  

２  平成１５年１０月１４日前に初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８

５号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第１７条の規定の適用につ

いては、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の１２月」と

する。  

第６条  平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段



の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課する軽自

動車税に係る新条例第９０条及び新条例附則第１７条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。  

新条例第９０条第２号ア  ３，９００円  ３，１００円  

６，９００円  ５，５００円  

１０，８００円  ７，２００円  

３，８００円  ３，０００円  

５，０００円  ４，０００円  

新条例附則第１７条の表

以外の部分  

第９０条  生駒市税条例等の一部

を改正する条例（平成

２６年５月生駒市条例

第●  号。以下「平成

２６年改正条例」とい

う｡)附則第６条の規定

により読み替えて適用

される第９０条  

新条例附則第１７条の表

第９０条第２号アの項  

第９０条第２号ア  平成２６年改正条例附

則第６条の規定により

読み替えて適用される

第９０条第２号ア  

３，９００円  ３，１００円  

６，９００円  ５，５００円  

１０，８００円  ７，２００円  

３，８００円  ３，０００円  

５，０００円  ４，０００円  

 



議案第  42 号  

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２６年５月８日  

生駒市長  山  下   真    

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例  

生駒市都市計画税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。  

附則第３条の６中「附則第３条の２」を「附則第３条の３」に改め、同条を附

則第３条の７とする。  

附則第３条の５中「附則第３条の２」を「附則第３条の３」に改め、同条を附

則第３条の６とする。  

附則第３条の４中「附則第３条の２」を「附則第３条の３」に改め、同条を附

則第３条の５とし、附則第３条の３を附則第３条の４とする。  

附則第３条の２の前の見出しを削り、同条を附則第３条の３とし、同条の前に

見出しとして「（宅地等に対して課する平成２４年度から平成２６年度までの各

年度分の都市計画税の特例）」を付する。  

附則第３条の次に次の１条を加える。  

（法附則第１５条第３４項の条例で定める割合）  

第３条の２  法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。  



 附則第８条中「附則第３条の２及び第３条の４」を「附則第３条の３及び第３

条の５」に、「附則第３条の２及び第３条の５」を「附則第３条の３及び第３条

の６」に、「附則第３条の３、第３条の５及び第３条の６」を「附則第３条の

４、第３条の６及び第３条の７」に、「附則第３条の５」を「附則第３条の６」

に改める。  

附則第９条中「第１２項、第１６項から第２４項まで、第２６項、第２７項、

第２９項、第３３項、第３７項若しくは第３８項」を「第１１項、第１５項から

第２２項まで、第２４項、第２６項、第３０項、第３４項、第３５項若しくは第

４０項」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の生駒市都市計画税条例（以下「新条例」という｡)の規定は、平成２

６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２５年度分までの都市

計画税については、なお従前の例による。  

３  新条例附則第３条の２の規定は、平成２６年４月１日以後に締結された地方

税法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４号）第１条の規定による改

正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第３４項に規定す

る管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成２７年度以後

の年度分の都市計画税について適用する。  

４  この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成

２６年法律第   号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第９条の

規定の適用については、同条中「、第３５項若しくは第４０項」とあるのは「

若しくは第３５項」とする。  
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